
申込書 （みず色）

都営

令和8年５月 都営住宅（地元割当）使用申込書
令和８年

都営

令

令

令

令

※注意　寡婦・ひとり親 控除額は、控除を受けようとする方の所得金額が上限になります。

寡婦 ・ ひとり親

寡婦 ・ ひとり親

寡婦 ・ ひとり親

寡婦 ・ ひとり親

寡婦 ・ ひとり親

板橋幸町 （１～２人向）

西台 （１～２人向）

西台 （２人以上向）

前野町四丁目第５ （２人以上向）

坂下二丁目第２ （２人以上向）

幸町 （３人以上向）

5.

6.

7.

8.

9.

10.

いずれかひとつに○印をつけてください

外
側
に
し
て
折
っ
て
く
だ
さ
い（
切
り
は
な
さ
な
い
こ
と
）

3

（宛先）東京都 板橋区長
　私は、東京都営住宅条例に基づく都営住宅を使用
したいので、申し込みます。
　なお、この申込書の記載内容が事実と相違するとき、
又は申込者（現に同居し、又は同居しようとする親族
を含む。）が暴力団員による不当な行為の防止等に関
する法律（平成 3 年法律第 77 号）第２条第６号に規
定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）である
ときは、使用予定者の決定を取り消されても異議な
いことを誓約いたします。
　また、許可の上は、申込者（同居するものを含む。）
が暴力団員であることが判明したときは、速やかに住
宅を明渡すことを誓約いたします。
　暴力団員であるか否かの確認のため、警視庁へ照
会がなされることに同意します。



申込書 （みず色）

令

令

※「1～3」に○をつけた方は、次のア～ウのいずれかに○をつけてください。

ア　著しく老朽化し、かつ法的に再建築が困難で取壊し予定。
イ　差押、正当な事由により立ち退き請求等を受けており、住宅または土地の所有者でなくなる。
ウ　アとイ以外の理由。

令

令

4

5
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7

8



いずれかひとつに○印をつけてください

外
側
に
し
て
折
っ
て
く
だ
さ
い（
切
り
は
な
さ
な
い
こ
と
）

（切りはなさないこと）

いずれかひとつに○印をつけてください

〒173-8501
板橋区板橋二丁目６６番１号
板橋区都市整備部住宅政策課
電話（3579）2187

〒173-8501
板橋区板橋二丁目６６番１号
板橋区都市整備部住宅政策課
電話（3579）2187

←ミシン目

オモテ　全体サイズ　W310*297
85

85

申
込
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号

申
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号

5.

6.

7.

8.

9.

10.

板橋幸町
 （１～２人向）
西台

（１～２人向）
西台

（２人以上向）

前野町四丁目第５
 （２人以上向）
坂下二丁目第２
 （２人以上向）
幸町

 （３人以上向）

申
込
番
号

申
込
番
号

5.

6.

7.

8.

9.

10.

板橋幸町
 （１～２人向）
西台

（１～２人向）
西台

（２人以上向）

前野町四丁目第５
 （２人以上向）
坂下二丁目第２
 （２人以上向）
幸町

 （３人以上向）



令和8年５月 都営住宅（地元割当）

元割当）の
（地

令和8年５月 都営住宅（地元割当）

ナカ　全体サイズ　W310*297

1７７令和８年
公開抽せん会後、区のホームページ
（https://www.city. itabashi.tokyo.jp/）でも
結果を掲載します。※新聞等の紙上での発表
はありません。
電話による問合せはお断りいたします。

頃発送します。

抽せんは、来場された申込者の立会いのもとで行います。
会場には定員があります。
当日会場においでにならなくてもさしつかえありません。

1
2
3

板橋区役所本庁舎北館５階  ５０４会議室

令和８年 ３７ 金と　き

ところ

発 表

１３時３０分～１４時３０分終了（予定）




